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【ニュースリリース】                                                       2014年 2月 27日 
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社（HyAS&Co.） 

 

 

 

 

 

 

住宅・不動産のコンサルティング事業を行うハイアス・アンド・カンパニー株式会社（本社:東京都港区  

代表:濵村聖一 以下、ハイアス）は、2015年 1月に税制改正を控える相続に関して意識調査を 20歳以上の男

女 2,058名を対象に実施しました。以下、結果です。 

 

1）子どもに相続させるより、自分・夫婦で使いたい、半数以上 

2）相続対策を何もしていない、8割強！ 

3）相続相談、「誰に相談したら良いか分からない」、 

   相続財産を渡す側、相続を受ける側とも、ほぼ半数！ 

4）相続で資産を受け取ることを期待、4人に 1人 

5）相続が発生しても、相続争いは起こらないと思う、8割強 

 

1) 子どもに相続させるより、自分・夫婦で使いたい、半数以上 

 被相続人（相続財産を渡す側）を対象に、相続される資産に対する考えを聞いたところ、「出来る限り配

偶者には残したい」（33.2％）が最も割合が高く、次いで「出来る限り子どもには残したい」（29.9％）、「出

来る限り自分で使い切りたい」（23.3％）という結果となりました。 

 その回答理由で最も割合が高かったのは「自分の資産は自分（および、配偶者）で使いたいから」が約半

数となりました。 

 また、相続が発生した際、相続人に配偶者と子どもが含まれる回答者に限定した、相続される資産に対す

る考えの結果では、「出来る限り配偶者には残したい」（47.9％）と「出来る限り自分で使い切りたい」（9.9％）

を合わせた、出来る限り夫婦で資産を使いたい、との回答が約 6割となりました。 

 その回答理由では、「自分の資産は自分（および、配偶者）で使いたいから」の割合が高い一方で、「相続

争いの原因を作りたくないから」が約 3割にのぼり、自分たちのことだけを考えているのでは無く、相続さ

れる側のことを考慮した結果、相続をさせたくないと回答している層が一定数いるようです。 

  

 質問：相続される資産に対する考えは、どれに近いですか？【対象：被相続人（相続財産を渡す側）】（単数回答） 

 

    ▼全体の結果        ▼配偶者と子どもが相続人に含まれる回答者の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの調査結果をご利用頂く際は、「ハイアス・アンド・カンパニー調べ」とご明記下さい。 

 

 

 

 

～相続に関する意識調査結果～ 

相続で資産を受け取ることを 4人に 1人が期待 

出来る限り子どもに資産を残したいと考えているのは 3割 
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  質問：前述の質問の回答の理由をお教え下さい。【対象：被相続人（相続財産を渡す側）】（単数回答） 
 

    ▼全体の結果        ▼配偶者と子どもが相続人に含まれる回答者の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2）相続対策を何もしていない、8割強！ 
  相続対策について聞いたところ、「何もしていない」が 8 割強と圧倒的に割合が高い結果でした。また、

相続対策をしている人の対策法トップ 3は、「生命保険への加入」（7.5％）、「遺言書」（7.3％）、「生前贈与」

（3.1％）でした。また、相続対策を何もしていない理由では「対策するほどの資産が無いから」が半数以

上となり、資産が多くないために相続対策を行なっていない層が多いようです。しかし、実際、相続で問題

が生じる際、資産の多い少ないに関係は無く、遺産分割事件の約 3割が遺産額 1000万円以下で起こってお

り、5000万円以下となると約 8割を占めます。（参照：平成 23年度「司法統計年報 家事事件篇」） 

 

 質問：何か相続対策はしていますか？【対象：被相続人（相続財産を渡す側）】（単数回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 質問：相続対策をしていない理由は何ですか？【対象：被相続人（相続財産を渡す側）・前述の質問で「何もしてない」と回答】 

    （単数回答） 
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3）相続相談、「誰に相談したら良いか分からない」、 
   相続財産を渡す側、相続を受ける側とも、ほぼ半数！ 

  相続相談を誰にしているか（しようと思うか）聞いたところ、被相続人（相続財産を渡す側）も相続人（相

続財産を受け取る側）においても、「誰に相談したら良いか分からない」が約半数で最も多く、次いで「血

縁者」、「弁護士」と同じ順になり、「誰に相談したら良いか分からない」が圧倒的多数という結果でした。 

 また、専門家の中で気軽に相続相談に行きにくいのはどれか、という問いでは、「弁護士」が被相続人、

相続人とも最も高く、その理由としては「相談料が高そうだから」、「敷居が高いから」との声が多く、弁護

士に相談へ行くことにはハードルを感じる方が多いようです。 

 そのような状況の中、昨今、相続相談の窓口となる街の不動産会社が徐々に増加してきています。日本人

の相続は 7 割が不動産と言われていることに加え、街の不動産会社のほうが弁護士よりは敷居が高くなく、

必要であれば、税理士や司法書士、その他の専門家と消費者をつなぐ窓口にもなるということで、 今後、

拡大が注目されています。 

 

 質問：相続相談は、誰にしていますか（しようと思いますか）？【対象：被相続人（相続財産を渡す側）】（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問：相続相談は、誰にしていますか（しようと思いますか）？【対象：相続人（相続財産を受け取る側）】（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問：次の中で、気軽に相続相談に行きにくいのはどれですか？  

    ▼【対象：被相続人（相続財産を渡す側）】（単数回答）      ▼【対象：相続人（相続財産を受け取る側）】（複数回答） 
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4）相続で資産を受け取ることを期待、４人に 1人 
  相続人（相続財産を受け取る側）を対象に、相続で資産の受け取りを期待しているのは、4人に 1人（「期

待している」・「やや期待している」の計）と、実は相続への期待感を抱いている人が少なくない、と言う結

果となりました。 
 

 質問：相続で資産を受け取ることに期待していますか？【対象：相続人（相続財産を受け取る側）】（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

5）相続が発生しても、相続争いは起こらないと思う、8割強 

  相続に際し、揉め事は起こらないと思うか聞いたところ、「起こらないと思う」が 8割強(「起こらないと

思う」34.4％、「おそらく起こらないと思う」48.1％の合計）という結果となりました。しかし、実際には、

家庭裁判所への相続相談件数は年々増加しており、相続に直面した場合、「争族」に転じるケースは少なく

ないようです。争いには至らないと思っていても、いらぬ争いを引き起こさないために、事前に相続対策を

しておくと良いのではないかと考えます。 
 

 質問：相続に際し、揉め事は起こると思いますか？【対象：相続人（相続財産を受け取る側）】（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜調査概要＞ 
1) 調査名：「相続に関する意識調査」 
2) 調査方法：ハイアス運営サイト「ハッピーリッチ・アカデミー」「二世帯住宅大作戦」「住宅ローン大作戦」  
     「土地活用大作戦」上でのアンケートにて選択式にて回答を得た。 
3) 調査対象：20歳以上のインターネットユーザー 
4) 調査期間：2014年 2月 8日～2月 16日 
5) 有効回答数：2,058名（被相続人 n=546、相続人 n=1512）  
              ※「今後、相続に関して、最も起こり得る立場はどちらですか。」の回答結果 
  （被相続人：20代 1.3％、30代 3.3％、40代 11.4％、50代 28.6％、60代以上 55.5％） 
  （相続人：20代 6.9％、30代 19.2％、40代 31.3％、50代 30.3％、60代以上 12.2％） 
   「相続する資産額の合計はどのくらいですか。（不動産、貯金、生命保険なども含む） 
    相続を受け取る側の場合、分配前の総資産でお答えください。」の結果 
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■ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 会社概要 

○ 設立：平成 17年 3月 ○資本金 100百万円 

○ 所在地：東京都港区白金台 ○社員数 80名 

○ 事業内容：財産コンサルティング事業、住宅・建設・不動産事業のナレッジ開発、販売促進支援事業など 

○ 会社 URL：http://www.hyas.co.jp   ○各種ソリューション紹介：http://view.hyas.co.jp/ 

http://www.hyas.co.jp/
http://view.hyas.co.jp/

